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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第2の無線アクセス技術(RAT)と共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理
するためのアクセスポイントに含まれる装置であって、
　利用可能なチャネルの走査を実行するための手段と、
　前記チャネル走査に基づいて、前記利用可能なチャネルのうちの1つを前記第1のRATの
前記動作チャネルとして選択するための手段と、
　前記動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定するための手段と、
　前記ユーティリティ基準がしきい値を上回ることに応じて、前記動作チャネル上で時分
割多重(TDM)モードをトリガするための手段であって、前記TDMモードが、TDM通信パター
ンに従って、通信のアクティブ化期間と非アクティブ化期間との間で動作を循環させる、
手段と
を含み、
　前記ユーティリティ基準が、前記第2のRATと関連付けられた前記動作チャネル上のシグ
ナリングからの干渉の測度に対応し、
　前記シグナリングが、前記第2のRATと関連付けられ、信号強度しきい値を超える1次チ
ャネルまたは2次チャネル上の1つまたは複数のビーコンに対応し、
　前記TDMモードが、(i)前記1つまたは複数のビーコンが前記1次チャネル上のしきい値数
を超えることに基づく前記TDMパターンに関する第1のパラメータセット、または(ii)前記
1つまたは複数のビーコンが前記2次チャネル上のしきい値数を超えることに基づく前記TD
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Mパターンに関する第2のパラメータセットでトリガされる、装置。
【請求項２】
　前記ユーティリティ基準が、前記第1のRATと関連付けられた前記動作チャネル上のシグ
ナリングからの干渉の測度にさらに対応する、請求項1に記載の装置。
【請求項３】
　前記TDMモードをトリガするための手段が、(i)前記シグナリングが前記動作チャネル上
の前記第1のRATに従って動作している、少なくともしきい値数のアクセスポイントを特定
することに基づく前記TDMパターンに関する第1のパラメータセット、または(ii)前記シグ
ナリングが前記動作チャネル上の前記第1のRATに従って動作している、しきい値数未満の
アクセスポイントを特定することに基づく前記TDMパターンに関する第2のパラメータセッ
トで前記TDMモードをトリガするように構成される、請求項2に記載の装置。
【請求項４】
　前記TDMモードをトリガするための手段が、前記ユーティリティ基準が前記しきい値を
上回ることに応じて、前記TDMパターンの1つまたは複数のパラメータを修正するようにさ
らに構成される、請求項1に記載の装置。
【請求項５】
　前記TDMモードをトリガするための手段が、次のスケジュールされたチャネル走査にお
いて、前記TDMパターンの1つまたは複数のパラメータを修正するように構成される、請求
項4に記載の装置。
【請求項６】
　前記1つまたは複数のパラメータが、デューティサイクル、送信電力、またはTDMパター
ンのサイクルタイミングを含む、請求項4に記載の装置。
【請求項７】
　前記第1のRATがロングタームエボリューション(LTE)技術を含み、
　前記第2のRATがWi-Fi技術を含み、
　前記動作チャネルが、免許不要周波数帯域内のチャネルを含む
　請求項1に記載の装置。
【請求項８】
　第2の無線アクセス技術(RAT)と共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理
するためのアクセスポイントに含まれる装置によって行われる方法であって、
　利用可能なチャネルの走査を実行するステップと、
　前記チャネル走査に基づいて、前記利用可能なチャネルのうちの1つを前記第1のRATの
前記動作チャネルとして選択するステップと、
　前記動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定するステップと、
　前記ユーティリティ基準がしきい値を上回ることに応じて、前記動作チャネル上で時分
割多重(TDM)モードをトリガするステップであって、前記TDMモードが、TDM通信パターン
に従って、通信のアクティブ化期間と非アクティブ化期間との間で動作を循環させる、ス
テップと
を含み、
　前記ユーティリティ基準が、前記第2のRATと関連付けられた前記動作チャネル上のシグ
ナリングからの干渉の測度に対応し、
　前記シグナリングが、前記第2のRATと関連付けられ、信号強度しきい値を超える1次チ
ャネルまたは2次チャネル上の1つまたは複数のビーコンに対応し、
　前記トリガするステップが、(i)前記1つまたは複数のビーコンが前記1次チャネル上の
しきい値数を超えることに基づく前記TDMパターンに関する第1のパラメータセット、また
は(ii)前記1つまたは複数のビーコンが前記2次チャネル上のしきい値数を超えることに基
づく前記TDMパターンに関する第2のパラメータセットで前記TDMモードをトリガするステ
ップを含む、方法。
【請求項９】
　前記ユーティリティ基準が、前記第1のRATと関連付けられた前記動作チャネル上のシグ
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ナリングからの干渉の測度にさらに対応する、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記トリガするステップが、(i)前記シグナリングが前記動作チャネル上の前記第1のRA
Tに従って動作している、少なくともしきい値数のアクセスポイントを特定することに基
づく前記TDMパターンに関する第1のパラメータセット、または(ii)前記シグナリングが前
記動作チャネル上の前記第1のRATに従って動作している、しきい値数未満のアクセスポイ
ントを特定することに基づく前記TDMパターンに関する第2のパラメータセットで前記TDM
モードをトリガするステップを含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーティリティ基準が前記しきい値を上回ることに応じて、前記TDMパターンの1つ
または複数のパラメータを修正するステップをさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記修正するステップが、次のスケジュールされたチャネル走査において前記TDMパタ
ーンの1つまたは複数のパラメータを修正するステップを含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記1つまたは複数のパラメータが、デューティサイクル、送信電力、またはTDMパター
ンのサイクルタイミングを含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1のRATがロングタームエボリューション(LTE)技術を含み、
　前記第2のRATがWi-Fi技術を含み、
　前記動作チャネルが、免許不要周波数帯域内のチャネルを含む
　請求項8に記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、請求項8から14のいずれか一項
に記載の方法の動作を実行させるコードを含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本特許出願は、各々、本出願の譲受人に譲渡され、各々、参照によりその全体が本明細
書に明確に組み込まれている、2014年4月18日に出願された「CHANNEL SELECTION MEASURE
MENT PRE-PROCESSING IN UNLICENSED SPECTRUM」という表題の米国仮出願第61/981,564号
、および2014年6月17日に出願された「CHANNEL SELECTION TO REDUCE INTERFERENCE TO A
 WIRELESS LOCAL AREA NETWORK FROM A CELLULAR NETWORK」という表題の米国仮出願第62
/013,412号の利益を主張するものである。
【０００２】
同時係属の特許出願の参照
　本特許出願はまた、以下の同時係属米国特許出願に関する。各々、本出願と同時に出願
し、各々、本出願の譲受人に譲渡され、各々、参照によりその全体が本明細書に明確に組
み込まれている、代理人整理番号第144315U1号を有する「CHANNEL SELECTION METRICS IN
 SHARED SPECTRUM」および代理人整理番号第144315U2号を有する「CHANNEL SELECTION SC
ANNING IN SHARED SPECTRUM」。
【０００３】
　本開示の態様は、一般に、電気通信に関し、より詳細には、ワイヤレス無線アクセス技
術(RAT)などの間の共存に関する。
【背景技術】
【０００４】
　音声、データ、マルチメディアなどのような様々なタイプの通信コンテンツを提供する
ために、ワイヤレス通信システムが広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システ
ムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信出力など)を共有することに
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よって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムである。そ
のような多元接続システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(T
DMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)シ
ステム、および他のものを含む。これらのシステムは、第3世代パートナーシッププロジ
ェクト(3GPP)によって提供されるロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evoluti
on)、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって提供されるウルトラモバイ
ルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)およびエボリューションデータオプティ
マイズド(EV-DO)、米国電気電子技術者協会(IEEE:Institute of Electrical and Electro
nics Engineers)によって提供される802.11などのような規格に適合して展開されること
が多い。
【０００５】
　セルラーネットワークにわたって、「マクロセル」アクセスポイントは、ある地理的エ
リアにわたって多数のユーザに接続およびカバレージを提供する。その地理的領域にわた
って良好なカバレージを提供するために、マクロネットワーク展開が慎重に計画され、設
計され、実装される。住宅およびオフィスビルのような、屋内のカバレージまたは他の特
定の地理的なカバレージを改善するために、最近では、通常は低出力のアクセスポイント
である追加の「スモールセル」が、従来のマクロネットワークを補完するために展開され
始めている。スモールセルアクセスポイントは、さらなる容量の増大、より上質なユーザ
エクスペリエンスなどを提供することもできる。
【０００６】
　最近では、たとえば、スモールセルLTE動作が、ワイヤレスローカルエリアネットワー
ク(WLAN)技術によって使用される免許不要全米情報基盤(U-NII:Unlicensed National Inf
ormation Infrastructure)帯域のような免許不要周波数帯域へと拡張されている。スモー
ルセルLTE動作のこの拡張は、LTEシステムのスペクトル効率を、したがって容量を向上さ
せるように設計される。しかしながら、これは、通常は同じ免許不要帯域を利用する他の
無線アクセス技術(RAT)、特に「Wi-Fi」と一般に呼ばれるIEEE 802.11x WLAN技術の動作
に影響を与えることもある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　共有スペクトル環境におけるチャネル選択および関連動作のための技法が開示される。
【０００８】
　一例では、第2の無線アクセス技術(RAT)と共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャ
ネルを管理するためのアクセスポイント装置が開示される。アクセスポイント装置は、た
とえば、1つまたは複数のトランシーバ、ペナルティ基準ジェネレータ(penalty metric g
enerator)、ユーティリティ基準ジェネレータ(utility metric generator)、コスト関数
ジェネレータ、およびチャネルセレクタを含み得る。1つまたは複数のトランシーバは、
アクセスポイントにおいて、利用可能なチャネルの走査を実行し、利用可能なチャネルに
関するチャネル測定報告をアクセス端末から受信するように構成され得る。ペナルティ基
準ジェネレータは、チャネル走査に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するペナル
ティ基準を決定するように構成され得る。ユーティリティ基準ジェネレータは、チャネル
測定報告に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するユーティリティ基準を決定する
ように構成され得る。コスト関数ジェネレータは、それぞれのペナルティ基準およびそれ
ぞれのユーティリティ基準に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数を
計算するように構成され得る。チャネルセレクタは、利用可能なチャネルの各々に関する
コスト関数の比較に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャネルとして選
択するように構成され得る。
【０００９】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めの方法が開示される。本方法は、たとえば、アクセスポイントにおいて、利用可能なチ
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ャネルの走査を実行するステップと、利用可能なチャネルに関するチャネル測定報告をア
クセス端末から受信するステップと、チャネル走査に基づいて、利用可能なチャネルの各
々に関するペナルティ基準を決定するステップと、チャネル測定報告に基づいて、利用可
能なチャネルの各々に関するユーティリティ基準を決定するステップと、それぞれのペナ
ルティ基準およびそれぞれのユーティリティ基準に基づいて、利用可能なチャネルの各々
に関するコスト関数を計算するステップと、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関
数の比較に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャネルとして選択するス
テップとを含み得る。
【００１０】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つの装置が開示される。本装置は、たとえば、アクセスポイントにおいて、利
用可能なチャネルの走査を実行するための手段と、利用可能なチャネルに関するチャネル
測定報告をアクセス端末から受信するための手段と、チャネル走査に基づいて、利用可能
なチャネルの各々に関するペナルティ基準を決定するための手段と、チャネル測定報告に
基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するユーティリティ基準を決定するための手段
と、それぞれのペナルティ基準およびそれぞれのユーティリティ基準に基づいて、利用可
能なチャネルの各々に関するコスト関数を計算するための手段と、利用可能なチャネルの
各々に関するコスト関数の比較に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャ
ネルとして選択するための手段とを含み得る。
【００１１】
　別の例では、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、第2のRATと共有される
通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するための動作を実行させるコードを含むコ
ンピュータ可読媒体が開示される。本コンピュータ可読媒体は、たとえば、アクセスポイ
ントにおいて、利用可能なチャネルの走査を実行するためのコードと、利用可能なチャネ
ルに関するチャネル測定報告をアクセス端末から受信するためのコードと、チャネル走査
に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するペナルティ基準を決定するためのコード
と、チャネル測定報告に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するユーティリティ基
準を決定するためのコードと、それぞれのペナルティ基準およびそれぞれのユーティリテ
ィ基準に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数を計算するためのコー
ドと、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数の比較に基づいて、利用可能なチャ
ネルのうちの1つを動作チャネルとして選択するためのコードとを含み得る。
【００１２】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つのアクセスポイント装置が開示される。本アクセスポイント装置は、たとえ
ば、トランシーバと、チャネル品質アナライザと、チャネルスキャナと、チャネルセレク
タとを含み得る。本トランシーバは、第1のRATの現在の動作チャネルに関する1つまたは
複数のチャネル測定報告を複数のアクセス端末の各々から受信するように構成され得る。
本チャネル品質アナライザは、チャネル測定報告に基づいて、現在の動作チャネルに関す
るチャネル品質基準を決定するように構成され得る。本チャネルスキャナは、チャネル品
質基準がアクセス端末のしきい値数または比率に対して不十分なサービスを示すことに応
じて、チャネル走査をトリガするように構成され得る。チャネルセレクタは、チャネル走
査に基づいて、新しい動作チャネルを選択するように構成され得る。
【００１３】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つの方法が開示される。本方法は、たとえば、第1のRATの現在の動作チャネル
に関する1つまたは複数のチャネル測定報告を複数のアクセス端末の各々から受信するス
テップと、チャネル測定報告に基づいて、現在の動作チャネルに関するチャネル品質基準
を決定するステップと、チャネル品質基準がアクセス端末のしきい値または比率に対して
不十分なサービスを示すことに応じて、チャネル走査をトリガするステップと、チャネル
走査に基づいて、新しい動作チャネルを選択するステップとを含み得る。
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【００１４】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つの装置が開示される。本装置は、たとえば、第1のRATの現在の動作チャネル
に関する1つまたは複数のチャネル測定報告を複数のアクセス端末の各々から受信するた
めの手段と、チャネル測定報告に基づいて、現在の動作チャネルに関するチャネル品質基
準を決定するための手段と、チャネル品質基準がアクセス端末のしきい値または比率に対
して不十分なサービスを示すことに応じて、チャネル走査をトリガするための手段と、チ
ャネル走査に基づいて、新しい動作チャネルを選択するための手段とを含み得る。
【００１５】
　別の例では、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、第2のRATと共有される
通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するための動作を実行させるコードを含むも
う1つのコンピュータ可読媒体が開示される。本コンピュータ可読媒体は、たとえば、第1
のRATの現在の動作チャネルに関する1つまたは複数のチャネル測定報告を複数のアクセス
端末の各々から受信するためのコードと、チャネル測定報告に基づいて、現在の動作チャ
ネルに関するチャネル品質基準を決定するためのコードと、チャネル品質基準がアクセス
端末のしきい値または比率に対して不十分なサービスを示すことに応じて、チャネル走査
をトリガするためのコードと、チャネル走査に基づいて、新しい動作チャネルを選択する
ためのコードとを含み得る。
【００１６】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つのアクセスポイント装置が開示される。本アクセスポイント装置は、たとえ
ば、1つまたは複数のトランシーバと、チャネルセレクタと、干渉アナライザと、動作モ
ードコントローラとを含み得る。1つまたは複数のトランシーバは、アクセスポイントに
おいて、利用可能なチャネルの走査を実行するように構成され得る。本チャネルセレクタ
は、チャネル走査に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネ
ルとして選択するように構成され得る。本干渉アナライザは、動作チャネルに関するユー
ティリティ基準を決定するように構成され得る。本動作モードコントローラは、ユーティ
リティ基準がしきい値を上回ることに応じて、動作チャネル上で時分割多重(TDM)モード
をトリガするように構成され得、TDMモードは、TDM通信パターンに従って、通信のアクテ
ィブ化期間と非アクティブ化期間との間で動作を循環させる。
【００１７】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つの方法が開示される。本方法は、たとえば、アクセスポイントにおいて、利
用可能なチャネルの走査を実行するステップと、チャネル走査に基づいて、利用可能なチ
ャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネルとして選択するステップと、動作チャネル
に関するユーティリティ基準を決定するステップと、ユーティリティ基準がしきい値を上
回ることに応じて、動作チャネル上でTDMモードをトリガするステップを含み得、TDMモー
ドは、TDM通信パターンに従って、通信のアクティブ期間と非アクティブ期間との間で動
作を循環させる。
【００１８】
　別の例では、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するた
めのもう1つの装置が開示される。本装置は、たとえば、アクセスポイントにおいて、利
用可能なチャネルの走査を実行するための手段と、チャネル走査に基づいて、利用可能な
チャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネルとして選択するための手段と、動作チャ
ネルに関するユーティリティ基準を決定するための手段と、ユーティリティ基準がしきい
値を上回ることに応じて、動作チャネル上でTDMモードをトリガするための手段とを含み
得、TDMモードは、TDM通信パターンに従って、通信のアクティブ期間と非アクティブ期間
との間で動作を循環させる。
【００１９】
　別の例では、プロセッサによって実行されると、プロセッサに、第2のRATと共有される
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通信媒体上で第1のRATの動作チャネルを管理するための動作を実行させるコードを含むも
う1つのコンピュータ可読媒体が開示される。本コンピュータ可読媒体は、たとえば、ア
クセスポイントにおいて、利用可能なチャネルの走査を実行するためのコードと、チャネ
ル走査に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネルとして選
択するためのコードと、動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定するためのコー
ドと、ユーティリティ基準がしきい値を上回ることに応じて、動作チャネル上でTDMモー
ドをトリガするためのコードとを含み得、TDMモードは、TDM通信パターンに従って、通信
のアクティブ期間と非アクティブ期間との間で動作を循環させる。
【００２０】
　添付の図面は、本開示の様々な態様の説明を助けるために提示され、態様の限定ではな
く、態様の例示のためにのみ提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】アクセス端末(AT)と通信しているスモールセルアクセスポイント(AP)を含む例示
的なワイヤレス通信システムを示す図である。
【図２】チャネル選択コントローラのいくつかの例示的な態様をより詳細に示すブロック
図である。
【図３】チャネル走査コントローラのいくつかの例示的な態様をより詳細に示すブロック
図である。
【図４】共存コントローラのいくつかの例示的な態様をより詳細に示すブロック図である
。
【図５】時分割多重(TDM)動作モードを実装するために使用され得る、本明細書ではキャ
リア感知適応送信(CSAT:Carrier Sense Adaptive Transmission)と呼ばれる例示的なTDM
通信方式のいくつかの態様を示す図である。
【図６】本明細書の教示による、第2の無線アクセス技術(RAT)と共有される通信媒体上で
第1のRATの動作チャネルを管理する例示的な方法を示す流れ図である。
【図７】本明細書の教示による、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャ
ネルを管理する別の例示的な方法を示す流れ図である。
【図８】本明細書の教示による、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動作チャ
ネルを管理する別の例示的な方法を示す流れ図である。
【図９】一連の相互に関係する機能モジュールとして表されるアクセスポイントおよび/
またはアクセス端末を実装するための装置の代替図である。
【図１０】一連の相互に関係する機能モジュールとして表されるアクセスポイントおよび
/またはアクセス端末を実装するための装置の代替図である。
【図１１】一連の相互に関係する機能モジュールとして表されるアクセスポイントおよび
/またはアクセス端末を実装するための装置の代替図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本開示は、一般に、共有スペクトル環境におけるチャネル選択および関連動作に関する
。いくつかの態様によれば、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数の比較に基づ
いて、いくつかの利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャネルとして選択することが
でき、コスト関数は別個のユーティリティ基準およびペナルティ基準に基づく。他の態様
によれば、新しい動作チャネルに関するチャネル走査は、チャネル品質基準がしきい値ま
たはアクセス端末の比率に対して不十分なサービスを示すことに応じてトリガされ得る。
他の態様によれば、時分割多重(TDM)モードは、ユーティリティ基準がしきい値を上回る
ことに応じて、動作チャネル上でトリガされ得る。例示的なTDM通信方式は、本明細書で
、所与の通信媒体上の動作の一連のアクティブ化期間および非アクティブ化期間を定義す
るために使用され得るキャリア感知適応送信(CSAT)と呼ばれる。
【００２３】
　本開示のより具体的な態様は、例示のために提供される様々な例に関する次の説明およ
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び関連図面において提供される。本開示の範囲から逸脱することなく、代替の態様が考案
され得る。加えて、さらに関連性のある詳細を不明瞭にしないように、本開示のよく知ら
れている態様は詳細に説明されないことがあり、または省略されることがある。
【００２４】
　下記で説明する情報および信号は、多種多様な異なる技術および技法のいずれかを使用
して表され得ることを当業者は諒解されよう。たとえば、下記の説明全体を通して参照さ
れ得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、部分
的に特定の適用例、部分的に所望の設計、部分的に対応する技術などに応じて、電圧、電
流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せ
によって表され得る。
【００２５】
　さらに、多くの態様が、たとえば、コンピュータデバイスの要素によって実行されるべ
き一連の動作に関して説明される。本明細書で説明する様々な動作は、特定の回路(たと
えば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つまたは複数のプロセッサによって実行
されるプログラム命令によって、または両方の組合せによって実行され得ることが認識さ
れるだろう。さらに、本明細書で説明する態様の各々に対して、任意のそのような態様の
対応する形は、たとえば、説明する動作を実行する「ように構成された論理」として実装
され得る。
【００２６】
　図1は、アクセス端末(AT)と通信しているスモールセルアクセスポイント(AP)を含む例
示的なワイヤレス通信システムを示す図である。別段述べられない限り、「アクセス端末
」および「アクセスポイント」という用語は、具体的であること、または、任意の特定の
無線アクセス技術(RAT)に限定されることは意図されない。一般に、アクセス端末は、ユ
ーザが通信ネットワーク上で通信することを可能にする任意のワイヤレス通信デバイス(
たとえば、モバイルフォン、ルータ、パーソナルコンピュータ、サーバ、エンターテイン
メントデバイス、モノのインターネット(IOT)/あらゆるもののインターネット(IOE)対応
デバイス、車載通信デバイスなど)であり得、様々なRAT環境ではユーザデバイス(UD)、移
動局(MS)、加入者局(STA)、ユーザ機器(UE)などと代替的に呼ばれることがある。同様に
、アクセスポイントは、アクセスポイントが展開されるネットワークに応じて、アクセス
端末と通信している1つまたはいくつかのRATに従って動作することができ、基地局(BS)、
ネットワークノード、NodeB、発展型NodeB(eNB)などと代替的に呼ばれることがある。「
スモールセル」は一般に、フェムトセル、ピコセル、マイクロセル、Wi-Fi AP、他の小カ
バレージエリアAPなどを含み得る、またはさもなければそのように呼ばれ得る、低出力の
アクセスポイントの分類を指す。マクロセルカバレージを補完するためにスモールセルが
展開されることがあり、近隣内の数ブロックまたは農村環境における数平方マイルがカバ
ーされ、それによってシグナリングの改善、さらなる容量の増大、より上質なユーザエク
スペリエンスなどが実現し得る。
【００２７】
　図1の例では、アクセスポイント110およびアクセス端末120は、各々一般に、少なくと
も1つの指定されたRATを介して他のネットワークノードと通信するための(通信デバイス1
12および122によって表される)ワイヤレス通信デバイスを含む。通信デバイス112および1
22は、指定されたRATに従って、信号(たとえば、メッセージ、指示、情報など)を送信お
よび符号化するように、また逆に、信号(たとえば、メッセージ、指示、情報、パイロッ
トなど)を受信および復号するように様々に構成され得る。アクセスポイント110およびア
クセス端末120はまた、各々一般に、それらのそれぞれの通信デバイス112および122の動
作を制御する(たとえば、指示する、変更する、有効化する、無効化する、など)ための(
通信コントローラ114および124によって表される)通信コントローラを含むことができる
。通信コントローラ114および124は、(処理システム116および126ならびにメモリコンポ
ーネント118および128として示される)それぞれのホストシステム機能の指示により、ま
たはさもなければそれぞれのホストシステム機能とともに、動作することができる。いく
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つかの設計では、通信コントローラ114および124は、それぞれのホストシステム機能によ
って部分的にまたは完全に包含され得る。
【００２８】
　図示された通信をより詳細に見ると、アクセス端末120は、ワイヤレスリンク130を介し
て、アクセスポイント110とメッセージの送受信を行うことができ、メッセージは様々な
タイプの通信に関する情報(たとえば、音声、データ、マルチメディアサービス、関連す
る制御シグナリングなど)を含む。ワイヤレスリンク130は、他の通信ならびに他のRATと
共有され得る、図1において例として媒体132として示される所定の通信チャネル上で動作
することができる。このタイプの媒体は、媒体132の場合のアクセスポイント110およびア
クセス端末120など、1つまたは複数の送信機/受信機ペアの間の通信に関連する(たとえば
、1つまたは複数のキャリアにわたる1つまたは複数のチャネルを網羅する)1つまたは複数
の周波数、時間、および/または空間通信リソースから成り得る。
【００２９】
　特定の例として、媒体132は、他のRATと共有される免許不要周波数帯域の少なくとも一
部に対応し得る。一般に、アクセスポイント110およびアクセス端末120は、それらが展開
されるネットワークに応じて1つまたは複数のRATに従って、ワイヤレスリンク130を介し
て動作することができる。これらのネットワークは、たとえば、符号分割多元接続(CDMA)
ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワ
ーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC-FDMA)ネットワー
クなどの様々な変形態を含むことができる。様々な認可された周波数帯域が(たとえば、
米国の連邦通信委員会(FCC)などの政府機関によって)そのような通信のために確保されて
いるが、いくつかの通信ネットワーク、特に、図1のシステムの場合のようにスモールセ
ルアクセスポイントを採用している通信ネットワークは、ワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク(WLAN)技術、特に「Wi-Fi」と一般に呼ばれるIEEE 802.11x WLAN技術によって使
用される免許不要全米情報基盤(U-NII)帯域のような免許不要周波数帯域へと動作を拡張
させている。
【００３０】
　図1の例では、アクセスポイント110の通信デバイス112は、「RAT A」トランシーバ140
および「RAT B」トランシーバ142を含む、それぞれのRATに従って動作している2つの共同
配置したトランシーバを含む。本明細書で使用される場合、「トランシーバ」は、送信機
回路、受信機回路、またはそれらの組合せを含むことができるが、すべての設計において
送信機能と受信機能の両方を提供する必要はない。たとえば、いくつかの設計において、
完全な通信を実現することが必要とされないときに、コストを低減するために低機能受信
機回路が採用され得る(たとえば、Wi-Fiチップまたは単に低レベルスニッフィングを提供
する同様の回路)。さらに、本明細書で使用される場合、「共同配置した」(たとえば、無
線装置、アクセスポイント、トランシーバなど)という用語は、様々な構成のうちの1つを
指し得る。たとえば、同じ筐体の中にある構成要素、同じプロセッサによってホストされ
る構成要素、互いに定められた距離内にある構成要素、および/または任意の要求される
構成要素間通信(たとえば、メッセージング)のレイテンシ要件を満たすインターフェース
(たとえば、イーサネット(登録商標)スイッチ)を介して接続される構成要素を指し得る。
【００３１】
　RAT Aトランシーバ140およびRAT Bトランシーバ142は、異なる機能を提供することがで
き、異なる目的に使用され得る。一例として、RAT Aトランシーバ140は、ワイヤレスリン
ク130上でアクセス端末120との通信を実現するようにロングタームエボリューション(LTE
)技術に従って動作することができ、RAT Bトランシーバ142は、LTE通信に干渉する可能性
またはLTE通信によって干渉される可能性がある媒体132上のWi-Fiシグナリングを監視す
るようにWi-Fi技術に従って動作することができる。アクセス端末120の通信デバイス122
は、いくつかの設計では、必要に応じて、同様のRAT Aトランシーバおよび/またはRAT B
トランシーバを含み得る。
【００３２】
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　以下で図2～図5を参照しながらより詳細に説明するように、アクセスポイント110の通
信コントローラ114は、チャネル選択コントローラ144、チャネル走査コントローラ146、
および/または共存コントローラ148を様々に含むことができ、これらは、媒体132上の動
作を管理するように、RAT Aトランシーバ140およびRAT Bトランシーバ142とともに動作す
ることができる。これらの構成要素のうちの1つまたは複数は、それらのそれぞれの機能
が望ましくないとき、異なる設計において省略され得ることを以下の議論から諒解されよ
う。チャネル選択コントローラ144、チャネル走査コントローラ146、および共存コントロ
ーラ148は互いと組み合わせて展開されなくてよい。
【００３３】
　図2は、図1のチャネル選択コントローラ144のいくつかの例示的な態様をより詳細に示
すブロック図である。図のように、チャネル選択コントローラ144は、ペナルティ基準ジ
ェネレータ202と、ユーティリティ基準ジェネレータ204と、コスト関数ジェネレータ206
と、チャネルセレクタ208とを含み得る。
【００３４】
　ワイヤレスリンク130上で通信する目的で、媒体132上で使用するために利用可能な様々
なチャネルの実行可能性を査定するために、通信デバイス112は、RAT Aトランシーバ140
および/またはRAT Bトランシーバ142を介して、アクセスポイント110において、利用可能
なチャネルの走査を実行し、利用可能なチャネルに関するチャネル測定報告をアクセス端
末120から受信するように構成され得る。たとえば、RAT Aトランシーバ140は、RAT A通信
にとって一般的または特定であり得るエネルギー(たとえば、基準信号受信電力(RSRP)の
形のシグナル強度)をシグナリングするために(たとえば、対応するLTEネットワークリッ
スンモジュール(NLM:Network Listen Module)などを介して)利用可能なチャネルの走査を
実行することができる。同様に、RAT Bトランシーバ142は、RAT B通信にとって一般的ま
たは特定であり得るエネルギー(たとえば、受信信号強度表示(RSSI)の形のシグナル強度)
をシグナリングするために(たとえば、対応するWi-Fiネットワークリッスンモジュール(N
LM)などを介して)利用可能なチャネルの走査を実行することができる。一方、アクセス端
末120は、アクセス端末120によって採用されるRATに従って利用可能なチャネルに関する
チャネル測定報告(たとえば、LTEユーザ機器(UE)からのLTEベース測定、IEEE802.11k対応
Wi-Fi加入者局(STA)からのWi-Fiベース測定など)をアクセスポイント110に送ることがで
きる。
【００３５】
　チャネル走査に基づいて、ペナルティ基準ジェネレータ202は、利用可能なチャネルの
各々に関するペナルティ基準を決定するように構成され得る。ペナルティ基準は、それぞ
れのチャネルを動作チャネルとして選択することによって提供される性能利益の測度に対
応し得る。たとえば、ペナルティ基準は、RAT Bに従ってチャネルの競合使用に提供され
ることになる最低レベルのサービスを考慮に入れる比例公平スループット基準として実装
され得る。上記で論じたように、RAT Aトランシーバ140および/またはRAT Bトランシーバ
142によって実行されるチャネル走査は、ペナルティ基準ジェネレータ202が信号強度測定
に応じてペナルティ基準を決定することができるように、利用可能なチャネルの各々に関
する信号強度測定を特定し得る。
【００３６】
　チャネル測定報告に基づいて、ユーティリティ基準ジェネレータ204は、利用可能なチ
ャネルの各々に関するユーティリティ基準を決定するように構成され得る。ユーティリテ
ィ基準は、それぞれのチャネルを動作チャネルとして選択することによって提供される性
能影響の測度に対応し得る。たとえば、ユーティリティ基準は、RAT Aに従って通信のた
めのチャネル上の最大総スループットを考慮に入れる比例公平スループット基準として実
装され得る。上記で論じたように、アクセス端末120から受信されたチャネル測定報告は
、ユーティリティ基準ジェネレータ204が信号強度測定に応じてユーティリティ基準を決
定することができるように、アクセスポイント110に関する信号強度測定と、アクセス端
末120に可視の1つまたは複数の近隣アクセスポイントに関する信号強度測定とを特定する
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ことができる。
【００３７】
　例示のための特定の例として、アクセスポイント110がRAT Aトランシーバ140のためのL
TE eNBトランシーバとRAT Bトランシーバ142のための共同配置したWi-Fi APトランシーバ
とを含み、LTE eNBトランシーバが第1のアクセス端末120(すなわち、LTE UE)と通信中で
あり、Wi-Fi APトランシーバが第2のアクセス端末120(すなわち、Wi-Fi STA)と通信中で
あるLTE/Wi-Fi共存環境が下記で説明される。この例では、2つの基準が決定される:すな
わち、(1)LTE動作チャネルとして所与のチャネルnを選択することによって提供される性
能影響をキャプチャするユーティリティ基準Un、および(2)そのチャネルnを選択すること
によって生じる性能利益をキャプチャするペナルティ基準Pn、である。
【００３８】
　上記で論じたように、一般に、LTE UE測定および(たとえば、IEEE802.11k対応STAから
の)Wi-Fi STA測定は、ユーティリティ基準Unを導出するために使用可能であるのに対して
、(たとえば、それぞれのNLMを使用した)LTE eNB測定および共同配置したWi-Fi AP測定は
、ペナルティ基準Pnを導出するために使用可能である。UE/STA測定の別個のユーティリテ
ィ基準へのこの分割およびスプリットを採用することができるが、これは、UEのRSRPは非
表示LTEノードの単なる表示であり、そのユーティリティが低い場合、いずれの影響を受
けた非表示LTEノードもチャネルを切り替えることができるので、UEは干渉を生成しない
ためである。したがって、結局、すべてのLTEデバイスは効率的な動作(たとえば、Nash最
適化効率(Nash-optimal efficiency))を達成することができる。同様に、STAは受信機で
もあり、その測定はユーティリティ基準Ui内のLTE UE測定のバランスをとるように働く。
【００３９】
　ユーティリティ基準UnのUE構成要素およびSTA構成要素は、たとえば、次のように、比
例公平スループット基準として構成され得る。
【００４０】
【数１】

【００４１】
【数２】

【００４２】
　UE基準構成要素の場合、上記で論じたように、RSRP_iはUE iに対するLTE eNBのRSRPで
あり、ΣRSRP_neighborはUE iによって検出される近隣セルの和RSRPである。STA基準の場
合、ΣBcn_RSSIは、各STA iによって検出された近隣Wi-Fiビーコンの和RSSIであり、aは
、Wi-Fi保護のレベルを調整するために設定され得る構成可能パラメータである。一般に
、aに関する値が高いほど、より低い保護値がWi-Fiに提供される。たとえば、STAの信号
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強度は、比較的高い可能性があり、場合によっては、(チャネルを切り替えることができ
ない可能性がある)非表示Wi-Fi基本サービスセット(BSS)に対する潜在的に強い干渉をマ
スキングするため、この構成可能パラメータaをSTAの信号強度の代わりに使用することが
できる。
【００４３】
　総チャネルユーティリティ基準Unは、したがって、次のように、UE構成要素とSTA構成
要素の和として構成され得る。
【００４４】
【数３】

【００４５】
　例示的なペナルティ基準Pnを参照すると、この基準は、一般に、この例では、チャネル
RSSI、個々のWi-FiビーコンRSSI、イントラオペレータLTE RSRP、インターオペレータLTE
 RSRPなどを反映する異なるペナルティ成分で構成され得る。一例は次の通りである。
【００４６】

【数４】

【００４７】
　ここで、qi,0はチャネルRSSIペナルティであり、siはチャネル内の非Wi-Fi/非LTE疑似
雑音を検出するためのスペクトル走査測定に関連するコストであり、qwlan,i, jはWi-Fi 
AP走査からの第j番目のビーコンRSSIに関するペナルティであり、q_same_opLTE,i,lは、e
NB NLM走査からの第l番目の同じオペレータRSRPに関するペナルティであり、q_diff_opLT
E,i,mは、eNB NLM走査からの第m番目の異なるオペレータRSRPに関するペナルティである
。様々なq値は、その対応する測定に関する異なるしきい値に基づいて割り当てられ得る(
たとえば、低、中、または高)。
【００４８】
　図2に戻ると、コスト関数ジェネレータ206は、それぞれのペナルティ基準およびそれぞ
れのユーティリティ基準に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数を計
算するように構成され得る。利用可能なチャネルの各々に関するコスト関数の比較に基づ
いて、チャネルセレクタ208は、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャネルとして選
択するように構成され得る。
【００４９】
　図2においてさらに例示されるように、いくつかの設計では、通信コントローラ114は、
デバイスレベルにおいて予想されるユーザ経験をより良好にキャプチャし得る利用可能な
チャネルの各々に関するチャネル測定報告をアクセス端末単位ベースで統合するように構
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成されたオプションの事前処理ユニット210をさらに含み得る。たとえば、事前処理ユニ
ット210は、利用可能なチャネルの各々に関連する測定の線形和(たとえば、所与のチャネ
ル上のアクセス端末120に可視の異なる近隣アクセスポイントにわたる線形和)を生成する
ことによって、チャネル測定報告を統合するように構成され得る。
【００５０】
　以下のTable 1(表1)は、2つの例示的なチャネル(CHANNEL_1およびCHANNEL_2)を監視す
る2つの例示的なアクセス端末(DEVICE_1およびDEVICE_2)によるRSSI測定報告の例示のた
めに特定の例を提供する。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　図のように、関連するアクセス端末は、各々、様々な近隣セルに関する1つまたは複数
の測定報告を提供し得る。Table 1(表1)の例では、第1のアクセス端末は異なる近隣セル
から2つのRSSI測定報告を提供するのに対して、第2のアクセス端末は1つの近隣セルから1
つのRSSI測定報告を提供する。測定の各々が独立して処理される場合、各チャネル内で同
じ3つのRSSI測定結果、すなわち、-50dBm、-70dBm、および-80dBmが観察されることにな
り、これらの2つのチャネルは、無線干渉の点で同じと見なされることになる。しかしな
がら、干渉の点で、第1のチャネルは、実際に、第2のチャネルよりもより良好な選択であ
り得るが、これは、第1のアクセス端末は第2のチャネルと比較して、第1のチャネル内で
ほぼ同じ干渉を受けるが、第2のアクセス端末は第2のチャネル内でかなり低い干渉を受け
るためである。
【００５３】
　測定を独立してブラインド処理する代わりに、事前処理ユニット210を採用して、測定
値単位ベースではなく、デバイス単位でこれらの測定値を統合することができる。Table 
1(表1)の数値例では、事前処理ユニット210は、以下でTable 2(表2)に示されるように、
第1のアクセス端末によって提供される2つのRSSI測定報告を統合することができる。
【００５４】
【表２】
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【００５５】
　ここで例示されるように、そのような事前処理を使用して、干渉の点で、第1のチャネ
ルが第2のチャネルよりもなぜより良好な選択であるかをあらわにすることができる。具
体的には、第1のアクセス端末は第2のチャネルと比較して第1のチャネル内でほぼ同じ干
渉(すなわち、-49.99dBmに対して-49.95dBm)を受けるのに対して、第2のアクセス端末は
第2のチャネル内でかなり低い干渉を受ける(すなわち、-80dBmに対して-70dBm)ことを理
解されよう。
【００５６】
　図3は、図1のチャネル走査コントローラ146のいくつかの例示的な態様をより詳細に示
すブロック図である。図のように、チャネル走査コントローラ146は、チャネル品質アナ
ライザ302と、チャネルスキャナ304と、チャネルセレクタ306とを含み得る。
【００５７】
　ワイヤレスリンク130上で通信するために、媒体132上で使用するための新しい動作チャ
ネルに関するチャネル走査をトリガすることがいつ所望されるかまたは必要とされるかを
査定するために、通信デバイス112は、RAT Aトランシーバ140および/またはRAT Bトラン
シーバ142を介して、現在の動作チャネルに関する1つまたは複数のチャネル測定報告を複
数のアクセス端末120の各々から受信するように構成され得る(たとえば、RAT Aトランシ
ーバ140は、RAT Aの動作チャネルに関するチャネル測定報告を受信することができる)。
チャネル測定報告は、チャネル品質インジケータ(CQI)、パケットエラーレート(PER)、変
調およびコーディング方式(MCS)などのアクセス端末120の各々において受けるサービスレ
ベルに関する様々な情報を導出するために含まれるか、または使用されることが可能であ
る。
【００５８】
　チャネル測定報告に基づいて、チャネル品質アナライザ302は現在の動作チャネルに関
するチャネル品質基準を決定するように構成され得る。チャネル品質基準は、現在の動作
チャネル上で許容レベルのサービスを経験しているアクセス端末120の数または比率の表
示を与えるために使用され得る。たとえば、(たとえば、CQI、PER、および/もしくはMCS
の値または統計値の点で)アクセス端末120の各々が受けるサービスレベルをサービスレベ
ルしきい値を比較することができ、チャネル品質基準はそれらの比較にわたって平均化さ
れた指示関数として決定され得る。サービスレベルしきい値は、所定の最低サービスレベ
ルまたは動的最低サービスレベルに対応し得る。何の干渉RATシグナリング(たとえば、Wi
-Fi干渉シグナリング)もないほか、オフセット値がバックオフパラメータとして構成可能
である理想的な事例では、動的最低サービスレベルは、動作RATだけからのシグナリング(
たとえば、LTEサービスセルシグナリングおよび近隣セルシグナリング)に基づいて、予想
されるサービスレベルから導出され得る。
【００５９】
　チャネルスキャナ304は、チャネル品質基準がアクセス端末120のしきい値数または比率
に対して不十分なサービスを示すことに応じて、チャネル走査をトリガするように構成さ
れ得る。一般に、アクセス端末120のしきい値数または比率は所定の値であってよく、ま
たは動的に設定されてもよい。チャネル品質基準がアクセス端末サービスレベル決定にわ
たって平均化された指示関数として決定される上記の例に戻ると、しきい値は、それを下
回ると、動作チャネルを切り替える必要があると見なされ得る、現在の動作チャネル上で
十分にサービスされているアクセス端末の所望の割合に対応し得る。
【００６０】
　いくつかの設計では、チャネルスキャナ304は、チャネル品質基準がしきい値時間量に
対して不十分なサービスを示すことにさらに応答して、チャネル走査をトリガするように
構成され得る。分析に時間成分を加えることは、動作チャネル交換に関連するオーバヘッ
ドを正当化するには十分でないことになる短い時間量だけに対してチャネル品質が低下す
る偽陽性を低減するのに役立つことがある。そのようなしきい値時間量は、動作環境に適
するとして適応され得る。たとえば、チャネルスキャナ304は、周期的または断続的な非
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アクティビティを明らかにするために、(採用されている場合)アクセス端末120の間欠受
信(DX)構成に基づいて、しきい値時間量を設定するようにさらに構成され得る。
【００６１】
　例示のための特定の例として、アクセスポイント110がRAT Aトランシーバ140のためのL
TE eNBトランシーバを含み、アクセス端末120の各々がLTE UEに対応する、LTE/Wi-Fi共存
環境について以下で説明する。この例では、新しいチャネル走査は、現在の動作チャネル
上で十分にサービスされているUEの比率がある時間期間にわたってしきい値を下回り、そ
れによって、新しいチャネルについて「パニック」走査を促す低CQI状態によってトリガ
され得る。例示的なCQIベースのチャネル品質基準は次のように算出され得る。
【００６２】
【数５】

【００６３】
　ここで、1(.)は(Nの総UEの中から)UEiに対する十分なサービスの真の表示(たとえば、
「1」)または偽の表示(たとえば、「0」)を生成する指示関数であり、RSRPiはeNBからUEi
までの信号強度であり、ΣRSRPneighborはUEiによって検出された近隣セル信号の和であ
る。

【数６】

はLTEシグナリングに基づいて推定されたCQI(たとえば、UE RSRP測定値および特定のUEカ
テゴリから導出された信号対干渉雑音比(SINR))であり、Δは構成可能なCQIバックオフパ
ラメータである。
【００６４】
　図3に戻ると、チャネルセレクタ306は、チャネル走査に基づいて、新しい動作チャネル
を選択するように構成され得る。いくつかの事例では、新しい動作チャネルは、現在の動
作チャネルとは異なり得る。他の事例では、新しい動作チャネルは、現在の動作チャネル
と同じであり得る。
【００６５】
　図4は、図1の共存コントローラ148のいくつかの例示的な態様をより詳細に示すブロッ
ク図である。図のように、共存コントローラ148は、チャネルセレクタ402と、干渉アナラ
イザ404と、動作モードコントローラ406とを含み得る。上記で論じたように、通信デバイ
ス112は、RAT Aトランシーバ140および/またはRAT Bトランシーバ142を介して、アクセス
ポイント110において、利用可能なチャネルの走査を実行するように構成され得る。チャ
ネル走査に基づいて、チャネルセレクタ402は、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チ
ャネルとして選択するように構成され得る。
【００６６】
　(たとえば、動作チャネルが特に込み合っているとき)媒体132上でインターRAT共存を発
展させるための特殊動作モードがいつ所望され得るか、または必要であり得るかを査定す
るために、干渉アナライザ404は、動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定する
ように構成され得る。ユーティリティ基準は、RAT A(たとえば、LTE)、RAT B(たとえば、



(16) JP 6568870 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

Wi-Fi)のいずれか、またはそれらの組合せからの干渉を考慮に入れることができる。たと
えば、ユーティリティ基準は、(たとえば、ビーコン信号または検出された他の一意の識
別子の数による)動作チャネルを共有している他のノードの数、それらのノードが(たとえ
ば、1次チャネルとしてまたは2次チャネルとして)動作チャネルを使用している方法、(た
とえば、信号強度に応じて)それらの他のノードの近接性などを考慮に入れることができ
る。動作モードコントローラ406は、それに応じて、干渉基準がしきい値を上回ることに
応じて、動作チャネル上で時分割多重(TDM)モードをトリガするように構成され得る。一
般に、TDMモードは、TDM通信パターンに従って通信のアクティブ期間と非アクティブ期間
との間で動作を循環させるために使用され得る。
【００６７】
　図5は、媒体132上でTDM動作モードを実装するために使用され得る、本明細書ではキャ
リア感知適応送信(CSAT)と呼ばれる例示的なTDM通信方式のいくつかの態様を示す。たと
えば、TDM通信パターン500に従って媒体132上で(たとえば、免許不要帯域でアクセスポイ
ント110によって提供される対応する2次セル(SCell)上で)RAT Aの動作を循環させること
によって、アクセスポイント110とアクセス端末120との間のRAT A通信とRAT Bに従って動
作している近隣デバイス間の他のRAT通信との共存を促進するために、CSAT通信方式が使
用され得る。本明細書で提供されるようなCSAT通信方式は、混合したRATの共存環境のた
めにいくつかの利点を提供し得る。
【００６８】
　図のように、CSAT対応期間502中、RAT Aの動作は、アクティブ化(CSAT ON)期間504と非
アクティブ化(CSAT OFF)期間506との間で経時的に循環し得る。所与のアクティブ化期間5
04/非アクティブ化期間506のペアがCSATサイクル(TCSAT)508を構成し得る。各アクティブ
化期間504に関連する時間期間TON中、媒体132上のRAT A送信は、通常の比較的高い送信出
力で進行し得る。一方、各非アクティブ化期間506に関連する時間期間TOFF中、媒体132上
のRAT A送信は、低減されるか、または場合によっては、RAT Bに従って動作している近隣
デバイスに媒体132を譲るように十分に無効化される。対照的に、CSAT無効期間510の間、
循環は無効化され得る。
【００６９】
　図4に戻ると、ユーティリティ基準は、動作チャネルが選択されているRAT A、動作チャ
ネル上の共存が管理されているRAT Bのいずれか、またはそれらの組合せに関連する動作
チャネル上のシグナリングからの干渉の測度に対応し得る。
【００７０】
　一例として、ユーティリティ基準は、RAT B(すなわち、Wi-Fi)と関連付けられた動作チ
ャネル上のシグナリングからの干渉の測度に対応し得る。RAT Bシグナリングは、2次RAT
に関連し、信号強度しきい値(たとえば、最低レベルを超えるRSSI)を超える1次チャネル
または2次チャネル上の1つまたは複数のビーコンに対応し得る。たとえば、Wi-Fiでは、
規格のIEEE802.11プロトコル群は、たとえば、1次的な20MHzのチャネルに対する、さらに
は±20MHz離隔された2次的な隣接チャネル(たとえば、拡張チャネル)を任意選択で使用す
る動作を提供する。2次チャネルは、Wi-Fi帯域を、たとえば、40MHz、80MHz、または160M
Hzに増大するためのチャネル結合のために使用され得る。Wi-Fi APが2つの20MHzのチャネ
ル結合を使用して40MHzのチャネルを形成する、または4つの20MHzのチャネル結合を使用
して80MHzのチャネルを形成する、などの状況では、20MHzのチャネルの1つが1次チャネル
として指定され、チャネルの残りは2次チャネルとして指定される。
【００７１】
　シグナリングが2次チャネルではなく、1次チャネルに対応するとき、TDMパターンは異
なって設定され得る。ビーコンが一次チャネル上のしきい値数を超えるとき、動作モード
コントローラ406は、TDMパターンに関する第1のパラメータセット(たとえば、より短いが
、頻繁が高い送信ギャップを有する比較的短いCSATデューティサイクルTCSAT)でTDMモー
ドをトリガするように構成され得る。対照的に、ビーコンが2次チャネル上のしきい値数
を超えるとき、動作モードコントローラ406は、TDMパターンに関する第2のパラメータセ
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ット(たとえば、より長いが、より頻度の低い送信ギャップを有する比較的長いCSATデュ
ーティサイクルTCSAT)でTDMモードをトリガするように構成され得る。
【００７２】
　別の例として、ユーティリティ基準は、RAT A(たとえば、LTE)と関連付けられた動作チ
ャネル上のシグナリングからの干渉の測度に対応し得る。TDMパターンは、動作チャネル
上のRAT Aに従って動作しているアクセスポイントの数に基づいて異なって設定され得る
。シグナリングが(たとえば、異なる数の物理セル識別子(PCI)などによって)動作チャネ
ル上のRAT Aに従って動作している、少なくともしきい値数のアクセスポイントを特定す
るとき、動作モードコントローラ406は、TDMパターンに関する第1のパラメータセット(た
とえば、より長いが、頻度が低い送信ギャップを有する比較的長いCSATデューティサイク
ルTCSAT)でTDMモードをトリガするように構成され得る。対照的に、シグナリングが動作
チャネル上のRAT Aに従って動作している、しきい値数に満たないアクセスポイントを特
定するとき、動作モードコントローラ406は、TDMパターンに関する第2のパラメータセッ
ト(たとえば、より短いが、頻繁が高い送信ギャップを有する比較的短いCSATデューティ
サイクルTCSAT)でTDMモードをトリガするように構成され得る。
【００７３】
　動作モードコントローラ406は、いくつかの設計では、ユーティリティ基準が最初の段
階でTDMモードをトリガするために使用されるしきい値を上回ることに応じて、TDMパター
ンの1つまたは複数のパラメータを修正するようにさらに構成され得る。たとえば、動作
モードコントローラ406は、現在のチャネル条件に動的に適応するために、次のスケジュ
ールされたチャネル走査においてTDMパターンの1つまたは複数のパラメータを修正するよ
うに構成され得る。これらのパラメータは、たとえば、デューティサイクル、送信電力、
TDMパターンのサイクルタイミングなどを含み得る。
【００７４】
　図5の例では、たとえば、デューティサイクル(すなわち、TON/TCSAT)ならびにアクティ
ブ化期間504および非アクティブ化期間506中のそれぞれの送信出力を含む、関連付けられ
るCSATパラメータの各々が、CSAT通信方式を動的に最適化するために媒体132上の現在の
シグナリング条件に基づいて適合され得る。たとえば、RAT B(たとえば、Wi-Fi)に従って
動作するように構成されたRAT Bトランシーバ142は、媒体132上でのRAT A通信に干渉する
可能性またはRAT A通信によって干渉される可能性があるRAT Bシグナリングに関して媒体
132を監視するようにさらに構成され得る。ユーティリティ基準に基づいて、関連パラメ
ータが設定されてよく、RAT A(たとえば、LTE)に従って動作するように構成されたRAT A
トランシーバ140は、それに従って媒体132上で通信のアクティブ化期間504と通信の非ア
クティブ化期間506との間で循環するようにさらに構成され得る。一例として、ユーティ
リティ基準が高い(たとえば、しきい値を上回る)場合、パラメータのうちの1つまたは複
数は、RAT Aトランシーバ140による媒体132の使用が(たとえば、デューティ比または送信
出力の低減によって)低減されるように調整され得る。逆に、ユーティリティ基準が低い(
たとえば、しきい値を下回る)場合、パラメータのうちの1つまたは複数は、RAT Aトラン
シーバ140による媒体132の使用が(たとえば、デューティ比または送信出力の増大によっ
て)増大されるように調整され得る。
【００７５】
　図6は、上記で説明した教示による、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動
作チャネルを管理する例示的な方法を示す流れ図である。特定の例として、第1のRATはLT
E技術を含むことが可能であり、第2のRATはWi-Fi技術を含むことが可能であり、動作チャ
ネルは、免許不要の周波数帯域内のチャネルを含むことが可能である。方法600は、たと
えば、アクセスポイント(たとえば、図1に示されるアクセスポイント110)によって実行さ
れ得る。
【００７６】
　図のように、アクセスポイントは、利用可能なチャネルの走査を(RATトランシーバ140
および/またはRAT Bトランシーバ142など、1つまたは複数のトランシーバを介して)実行
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し(ブロック602)、利用可能なチャネルに関するチャネル測定報告を(たとえば、RATトラ
ンシーバ140および/またはRAT Bトランシーバ142など、1つまたは複数のトランシーバな
どを介して)アクセス端末120などのアクセス端末から受信する(ブロック604)ことができ
る。チャネル走査に基づいて、アクセスポイントは、利用可能なチャネルの各々に関する
ペナルティ基準を(たとえば、ペナルティ基準ジェネレータ202などのペナルティ基準ジェ
ネレータなどを介して)決定することができる(ブロック606)。チャネル測定報告に基づい
て、アクセスポイントは、(たとえば、ユーティリティ基準ジェネレータ204などのユーテ
ィリティ基準ジェネレータなどを介して)利用可能なチャネルの各々に関するユーティリ
ティ基準を決定することができる(ブロック608)。アクセスポイントは、次いで、それぞ
れのペナルティ基準およびそれぞれのユーティリティ基準に基づいて、利用可能なチャネ
ルの各々に関するコスト関数を(たとえば、コスト関数ジェネレータ206などのコスト関数
ジェネレータなどを介して)計算することができる(ブロック610)。利用可能なチャネルの
各々に関するコスト関数の比較に基づいて、アクセスポイントは、利用可能なチャネルの
うちの1つを動作チャネルとして(たとえば、チャネルセレクタ208などのチャネルセレク
タなどを介して)選択することができる(ブロック612)。
【００７７】
　上記でより詳細に論じたように、ペナルティ基準、ユーティリティ基準、またはそれら
の組合せは、たとえば、比例公平スループット基準に対応し得る。
【００７８】
　より詳細には、ペナルティ基準は、たとえば、それぞれのチャネルを動作チャネルとし
て選択することによって提供される性能利益(performance benefit)の測度に対応し得る
。たとえば、アクセスポイントが信号強度測定に応じてペナルティ基準を決定するように
、チャネル走査は利用可能なチャネルの各々に関する信号強度測定を特定し得る。
【００７９】
　逆に、ユーティリティ基準は、たとえば、それぞれのチャネルを動作チャネルとして選
択することによって生じる性能影響(performance impact)の測度に対応し得る。チャネル
測定報告は、たとえば、アクセスポイントが信号強度測定に応じてユーティリティ基準を
決定するように、アクセスポイントに関する信号強度測定とアクセス端末に可視の1つま
たは複数の近隣アクセスポイントに関する信号強度測定とを含み得る。
【００８０】
　いくつかの設計では、チャネル測定報告は、異なるRATに従って動作している複数のア
クセス端末から受信され得る。たとえば、アクセスポイントは、(i)利用可能なチャネル
の各々に関する第1のチャネル測定報告を、第1のRATに従って動作するように構成された
第1のトランシーバを介して、第1のRATに従って動作するように構成された第1のアクセス
端末から受信し、(ii)利用可能なチャネルの各々に関する第2のチャネル測定報告を、第2
のRATに従って動作するように構成された第2のトランシーバを介して、第2のRATに従って
動作するように構成された第2のアクセス端末から受信することができる。
【００８１】
　図6を参照すると、いくつかの設計では、アクセスポイントはまた、(たとえば、事前処
理ユニット210などの事前処理ユニットなどを介して)利用可能チャネルの各々に関するチ
ャネル測定報告をアクセス端末単位ベースで随意に統合することができ(随意のブロック6
14)、統合されたチャネル測定報告に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関するユー
ティリティ基準が決定される。一例として、統合するステップは、利用可能なチャネルの
うちの対応する少なくとも1つに関連する少なくとも2つの測定の線形和を生成することに
よって、チャネル測定報告を統合するステップを含み得る。少なくとも2つの測定は異な
る近隣アクセスポイントに対応し得る。
【００８２】
　図7は、上記で説明した教示による、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動
作チャネルを管理する別の例示的な方法を示す流れ図である。特定の例として、第1のRAT
はLTE技術を含むことが可能であり、第2のRATはWi-Fi技術を含むことが可能であり、動作
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チャネルは、免許不要の周波数帯域内のチャネルを含むことが可能である。方法700は、
たとえば、アクセスポイント(たとえば、図1に示されるアクセスポイント110)によって実
行され得る。
【００８３】
　図のように、アクセスポイントは、(たとえば、RATトランシーバ140および/またはRAT 
Bトランシーバ142などの1つまたは複数のトランシーバなどを介して)、第1のRATの現在の
動作チャネルに関する1つまたは複数のチャネル測定報告をアクセス端末120などの複数の
アクセス端末の各々から受信することができる(ブロック702)。チャネル測定報告に基づ
いて、アクセスポイントは、(たとえば、チャネル品質アナライザ302などのチャネル品質
アナライザなどを介して)現在の動作チャネルに関するチャネル品質基準を決定すること
ができる(ブロック704)。アクセスポイントは、次いで、チャネル品質基準がアクセス端
末のしきい値数または比率に対して不十分なサービスを示すことに応じて、(たとえば、
チャネルスキャナ304などのチャネルスキャナなどを介して)チャネル走査をトリガするこ
とができる(ブロック706)。チャネル走査に基づいて、アクセスポイントは、(たとえば、
チャネルセレクタ306などのチャネルセレクタなどを介して)チャネル走査に基づいて、新
しい動作チャネルを選択することができる(ブロック708)。
【００８４】
　上記でより詳細に論じたように、不十分なサービスは、たとえば、サービスレベルしき
い値を下回るサービスレベルに対応し得る。サービスレベルしきい値は、所定の最低サー
ビスレベルに対応し得る。代替として、サービスレベルしきい値は、(i)第1のRATシグナ
リングに基づいて予想されるサービスレベル、および(ii)オフセット値から導出された動
的な最低サービスレベルに対応し得る。
【００８５】
　いくつかの設計では、アクセスポイントはまた、(たとえば、チャネルスキャナ304など
のチャネルスキャナなどを介して)アクセス端末のしきい値数または比率を、随意に、動
的に設定することもできる。アクセス端末のしきい値数または比率は概してゼロでない(
たとえば、2つ以上のアクセス端末)。
【００８６】
　チャネル走査のトリガ(ブロック706)は、チャネル品質基準がしきい値時間量にわたっ
て不十分なサービスを示すことにさらに応答し得、しきい値時間量は、たとえば、アクセ
ス端末の間欠受信(DRX)構成に基づいて設定され得る。
【００８７】
　チャネル品質基準の決定(ブロック704)は、たとえば、チャネル測定報告からのCQI、PE
R、MCS、またはそれらの組合せに基づき得る。
【００８８】
　いくつかの事例では、新しい動作チャネルは、現在の動作チャネルとは異なり得る。他
の事例では、何の良好なチャネルも特定されないとき、新しい動作チャネルは現在の動作
チャネルと同じであり得る。
【００８９】
　図8は、上記で説明した教示による、第2のRATと共有される通信媒体上で第1のRATの動
作チャネルを管理する別の例示的な方法を示す流れ図である。特定の例として、第1のRAT
はLTE技術を含むことが可能であり、第2のRATはWi-Fi技術を含むことが可能であり、動作
チャネルは、免許不要の周波数帯域内のチャネルを含むことが可能である。方法800は、
たとえば、アクセスポイント(たとえば、図1に示されるアクセスポイント110)によって実
行され得る。
【００９０】
　図のように、アクセスポイントは、(たとえば、RATトランシーバ140および/またはRAT 
Bトランシーバ142などの1つまたは複数のトランシーバなどを介して)利用可能なチャネル
の走査を実行することができる(ブロック802)。チャネル走査に基づいて、アクセスポイ
ントは、(たとえば、チャネルセレクタ402などのチャネルセレクタなどを介して)利用可
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能なチャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネルとして選択することができる(ブロッ
ク804)。アクセスポイントはまた、(たとえば、干渉アナライザ404などの干渉アナライザ
などを介して)動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定することができる(ブロッ
ク806)。アクセスポイントは、次いで、ユーティリティ基準がしきい値を上回ることに応
じて、(たとえば、オペレーティングモードコントローラ406などのオペレーティングモー
ドコントローラなどを介して)動作チャネル上でTDMモードをトリガすることができる(ブ
ロック808)。TDMモードは、TDM通信パターンに従って通信のアクティブ期間と非アクティ
ブ期間との間で動作を循環させるために使用され得る。
【００９１】
　上記でより詳細に論じたように、ユーティリティ基準は、たとえば、第2のRATと関連付
けられた動作チャネル上のシグナリングからの干渉の測度に対応し得る。ここで、シグナ
リングは、2次RATと関連付けられ、信号強度しきい値を超える1次チャネルまたは2次チャ
ネル上の1つまたは複数のビーコンに対応し得る。トリガするステップ(ブロック808)は、
(i)1つまたは複数のビーコンが1次チャネル上のしきい値数を超えることに基づくTDMパタ
ーンに関する第1のパラメータセット、または(ii)1つまたは複数のビーコンが2次チャネ
ル上のしきい値数を超えることに基づくTDMパターンに関する第2のパラメータセットでTD
Mモードをトリガするステップを含み得る。
【００９２】
　ユーティリティ基準はまた、たとえば、第1のRATと関連付けられた動作チャネル上のシ
グナリングからの干渉の測度に対応し得る。ここで、トリガするステップ(ブロック808)
は、(i)シグナリングが動作チャネル上の第1のRATに従って動作している、少なくともし
きい値数のアクセスポイントを特定することに基づくTDMパターンに関する第1のパラメー
タセット、または(ii)シグナリングが動作チャネル上の第1のRATに従って動作している、
しきい値数未満のアクセスポイントを特定することに基づくTDMパターンに関する第2のパ
ラメータセットでTDMモードをトリガするステップを含み得る。
【００９３】
　いくつかの設計では、アクセスポイントはまた、ユーティリティ基準がしきい値を上回
ることに応じて、(たとえば、オペレーティングモードコントローラ406などの動作モード
コントローラなどを介して)TDMパターンの1つまたは複数のパラメータを随意に修正する
ことができる(随意のブロック810)。修正するステップは、次のスケジュールされたチャ
ネル走査においてTDMパターンの1つまたは複数のパラメータを修正するステップを含み得
る。一例として、1つまたは複数のパラメータは、デューティサイクル、送信電力、また
はTDMパターンのサイクルタイミングを含み得る。
【００９４】
　便宜上、アクセスポイント110およびアクセス端末120は、本明細書で説明する様々な例
に従って構成され得る様々な構成要素を含むものとして、図1に示される。しかしながら
、図示したブロックは様々な方法で実装され得ることを諒解されよう。いくつかの実装形
態では、図1の構成要素は、たとえば、1つまたは複数のプロセッサおよび/または(1つま
たは複数のプロセッサを含み得る)1つまたは複数のASICなど、1つまたは複数の回路にお
いて実装され得る。ここで、各回路は、この機能を提供する回路によって使用される情報
または実行可能コードを記憶するための少なくとも1つのメモリコンポーネントを使用す
ること、および/または組み込むことができる。
【００９５】
　図9～図11は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表されるアクセスポイント1
10および/またはアクセス端末120を実装するための装置の代替図を提供する。
【００９６】
　図9は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される例示的なアクセスポイン
ト装置900を示す。実行するためのモジュール902は、少なくともいくつかの態様では、た
とえば、本明細書で論じるような通信デバイスまたはそれの構成要素(たとえば、通信デ
バイス112など)に対応し得る。受信するためのモジュール904は、少なくともいくつかの
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態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信デバイスまたはそれの構成要素(たと
えば、通信デバイス112など)に対応し得る。決定するためのモジュール906は、少なくと
もいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたはそれ
の構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。決定するためのモジュ
ール908は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コ
ントローラまたはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。
計算するためのモジュール910は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書
で論じるような通信コントローラまたはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114
など)に対応し得る。選択するためのモジュール912は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたはそれの構成要素(たとえば、
通信コントローラ114など)に対応し得る。統合するための随意のモジュール914は、少な
くともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたは
それの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。
【００９７】
　図10は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される例示的なアクセスポイン
ト装置1000を示す。受信するためのモジュール1002は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で論じるような通信デバイスまたはそれの構成要素(たとえば、通信
デバイス112など)に対応し得る。決定するためのモジュール1004は、少なくともいくつか
の態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたはそれの構成要素
(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。トリガするためのモジュール1006
は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントロー
ラまたはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。選択する
ためのモジュール1008は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じる
ような通信コントローラまたはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に
対応し得る。
【００９８】
　図11は、一連の相互に関係する機能モジュールとして表される例示的なアクセスポイン
ト装置1100を示す。実行するためのモジュール1102は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で論じるような通信デバイスまたはそれの構成要素(たとえば、通信
デバイス112など)に対応し得る。選択するためのモジュール1104は、少なくともいくつか
の態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたはそれの構成要素
(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。決定するためのモジュール1106は
、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラ
またはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に対応し得る。トリガする
ためのモジュール1108は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で論じる
ような通信コントローラまたはそれの構成要素(たとえば、通信コントローラ114など)に
対応し得る。変更するための随意のモジュール1110は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で論じるような通信コントローラまたはそれの構成要素(たとえば、
通信コントローラ114など)に対応し得る。
【００９９】
　図9および図11のモジュールの機能は、本明細書の教示と矛盾しない様々な方法で実装
され得る。いくつかの設計では、これらのモジュールの機能は、1つまたは複数の電気構
成要素として実装されてもよい。いくつかの設計では、これらのブロックの機能は、1つ
または複数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装されてもよい。いくつか
の設計では、これらのモジュールの機能は、たとえば、1つまたは複数の集積回路(たとえ
ば、ASIC)の少なくとも一部分を使用して実装されてもよい。本明細書で論じたように、
集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関連の構成要素、またはそれらの何らかの
組合せを含んでもよい。したがって、異なるモジュールの機能は、たとえば、集積回路の
異なるサブセットとして実装されてもよく、1組のソフトウェアモジュールの異なるサブ
セットとして実装されてもよく、またはその組合せとして実装されてもよい。また、(た
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とえば、集積回路の、および/またはソフトウェアモジュールのセットの)所与のサブセッ
トが、2つ以上のモジュールに関する機能の少なくとも一部分を実現する場合があること
を諒解されよう。
【０１００】
　加えて、図9～図11によって表される構成要素および機能ならびに本明細書で説明した
他の構成要素および機能は、任意の適切な手段を使用して実装され得る。そのような手段
はまた、少なくとも部分的に、本明細書で教示する対応する構造を使用して実装され得る
。たとえば、図9～図11の「ためのモジュール」構成要素とともに上記で説明した構成要
素は、同様に指定された「ための手段」機能にも対応し得る。したがって、いくつかの態
様では、そのような手段のうちの1つまたは複数は、プロセッサ構成要素、集積回路、ま
たは本明細書で教示する他の適切な構造のうちの1つまたは複数を使用して実装され得る
。
【０１０１】
　本明細書において「第1の」、「第2の」などの呼称を用いる要素へのいかなる参照も、
一般的には、それらの要素の量または順序を限定するものではないことを理解されたい。
むしろ、これらの呼称は、2つ以上の要素の間、または要素の実例の間を区別する都合の
よい方法として本明細書において用いられる場合がある。したがって、第1の要素および
第2の要素への参照は、そこで2つの要素しか利用できないこと、または何らかの形で第1
の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。また、別段に記載され
ていない限り、要素のセットは1つまたは複数の要素を含むことができる。さらに、本説
明または特許請求の範囲において用いられる「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」ま
たは「A、B、またはCのうちの1つまたは複数」または「A、B、およびCからなる群のうち
の少なくとも1つ」という形の用語は、「AまたはBまたはCまたはこれらの要素の任意の組
合せ」を意味する。たとえば、この用語は、A、またはB、またはC、またはAおよびB、ま
たはAおよびC、またはAおよびBおよびC、または2A、または2B、または2Cなどを含むこと
ができる。
【０１０２】
　上の記述および説明に鑑みて、本明細書で開示した態様に関連して説明した様々な例示
的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェ
ア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを当業者は
諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例
示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、上記ではそれらの機
能に関して一般的に説明してきた。そのような機能が、ハードウェアとして実装されるか
ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設
計制約次第である。当業者は、説明した機能を各特定の適用例に対して様々な方式で実装
し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈される
べきではない。
【０１０３】
　したがって、たとえば、装置または装置の任意の構成要素は、本明細書で教示する機能
を提供するように構成され得る(または動作可能にされ得る、または適合され得る)ことを
諒解されよう。これは、たとえば、機能を提供するように装置または構成要素を製造(た
とえば、作製)することによって、機能を提供するように装置または構成要素をプログラ
ミングすることによって、または何らかの他の適切な実装技法の使用を介して達成され得
る。一例として、集積回路は、必要な機能を提供するために作製され得る。別の例として
、集積回路は、必要な機能をサポートするために作製され、次いで、(たとえば、プログ
ラミングを介して)必要な機能を提供するように構成され得る。また別の例として、プロ
セッサ回路は、必要な機能を提供するためにコードを実行することができる。
【０１０４】
　さらに、本明細書で開示した態様に関連して説明した方法、シーケンス、および/また
はアルゴリズムは、直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモ
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ジュールで、またはこの2つの組合せで具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、ラ
ンダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ(ROM)、消去可能プロ
グラマブル読取り専用メモリ(EPROM)、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(
EEPROM)、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または一時的も
しくは非一時的な当技術分野において既知の任意の他の形の記憶媒体内に存在する場合が
ある。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報
を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替案では、記憶媒体は、プ
ロセッサ(たとえば、キャッシュメモリ)に一体とされてもよい。
【０１０５】
　したがって、たとえば、本開示のいくつかの態様は、免許不要の無線周波数帯域におい
て動作周波数帯を共有するRAT間の通信管理のための方法を具現化する、一時的または非
一時的なコンピュータ可読媒体を含み得ることも諒解されよう。一例として、そのような
コンピュータ可読媒体は、アクセスポイントにおいて、利用可能なチャネルの走査を実行
するためのコードと、利用可能なチャネルに関するチャネル測定報告をアクセス端末から
受信するためのコードと、チャネル走査に基づいて、利用可能なチャネルの各々に関する
ペナルティ基準を決定するためのコードと、チャネル測定報告に基づいて、利用可能なチ
ャネルの各々に関するユーティリティ基準を決定するためのコードと、それぞれのペナル
ティ基準およびそれぞれのユーティリティ基準に基づいて、利用可能なチャネルの各々に
関するコスト関数を計算するためのコードと、利用可能なチャネルの各々に関するコスト
関数の比較に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを動作チャネルとして選択する
ためのコードとを含み得る。別の例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、複数の
アクセス端末の各々から、第1のRATの現在の動作チャネルに関する1つまたは複数のチャ
ネル測定報告を受信するためのコードと、チャネル測定報告に基づいて、現在の動作チャ
ネルに関するチャネル品質基準を決定するためのコードと、チャネル品質基準がアクセス
端末のしきい値または比率に対して不十分なサービスを示すことに応じて、チャネル走査
をトリガするためのコードと、チャネル走査に基づいて、新しい動作チャネルを選択する
ためのコードとを含み得る。別の例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、アクセ
スポイントにおいて、利用可能なチャネルの走査を実行するためのコードと、チャネル走
査に基づいて、利用可能なチャネルのうちの1つを第1のRATの動作チャネルとして選択す
るためのコードと、動作チャネルに関するユーティリティ基準を決定するためのコードと
、ユーティリティ基準がしきい値を上回ることに応じて、動作チャネル上でTDMモードを
トリガするためのコードとを含み得、TDMモードは、TDM通信パターンに従って、通信のア
クティブ期間と非アクティブ期間との間で動作を循環させる。
【０１０６】
　上記の開示は様々な例示的な態様を示すが、添付の特許請求の範囲によって定義される
本開示の範囲から逸脱することなく、示される例に対して様々な変更および修正がなされ
得ることに留意されたい。本開示は、具体的に示された例のみに限定されることは意図さ
れない。たとえば、別段述べられない限り、本明細書で説明された本開示の態様に従った
方法クレームの機能、ステップ、および/または動作は、特定の順序で行われる必要はな
い。さらに、いくつかの態様は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単数
形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
【符号の説明】
【０１０７】
　　110　アクセスポイント
　　112　通信デバイス
　　114　通信コントローラ
　　116　処理システム
　　118　メモリコンポーネント
　　120　アクセス端末
　　122　通信デバイス
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　　124　通信コントローラ
　　126　処理システム
　　128　メモリコンポーネント
　　130　ワイヤレスリンク
　　132　媒体
　　140　「RAT A」トランシーバ
　　142　「RAT B」トランシーバ
　　144　チャネル選択コントローラ
　　146　チャネル走査コントローラ
　　148　共存コントローラ
　　202　ペナルティ基準ジェネレータ
　　204　ユーティリティ基準ジェネレータ
　　206　コスト関数ジェネレータ
　　208　チャネルセレクタ
　　210　事前処理ユニット
　　302　チャネル品質アナライザ
　　304　チャネルスキャナ
　　306　チャネルセレクタ
　　402　チャネルセレクタ
　　404　干渉アナライザ
　　406　動作モードコントローラ
　　500　TDM通信パターン
　　502　CSAT対応期間
　　504　アクティブ化(CSAT ON)期間
　　506　非アクティブ化(CSAT OFF)期間
　　508　CSATサイクル(TCSAT)
　　510　CSAT無効期間
　　900　アクセスポイント装置
　　902　実行するためのモジュール
　　904　受信するためのモジュール
　　906　決定するためのモジュール
　　908　決定するためのモジュール
　　910　計算するためのモジュール
　　912　選択するためのモジュール
　　914　統合するための随意のモジュール
　　1000　アクセスポイント装置
　　1002　受信するためのモジュール
　　1004　決定するためのモジュール
　　1006　トリガするためのモジュール
　　1008　選択するためのモジュール
　　1100　アクセスポイント装置
　　1102　実行するためのモジュール
　　1104　選択するためのモジュール
　　1106　決定するためのモジュール
　　1108　トリガするためのモジュール
　　1110　変更するための随意のモジュール
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